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「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊婦等の受け入れ体制等について 

 

 

 標記の件につきまして、日本医師会より別紙のとおり通知がありましたので

ご連絡いたします。 

 本件は、東北地方太平洋沖地震に伴う災害発生により、被災地の妊婦の安心・

安全な出産の確保が懸念される状況にあることから、厚生労働省雇用均等・児

童家庭局母子保健課長より、日本産婦人科医会、日本産科婦人科学会、日本周

産期・新生児医学会に対し協力要請がなされるとともに、被災地における周産

期・新生児救急事例や被災した妊婦が適切に医療を受けられるよう各都道府県

において下記のとおり適切な対応を求めるものであります。 

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、会員各

位への周知方ますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．被災地以外の都道府県 

１）被災地における周産期・新生児救急事例について、受け入れ調整の中心

となる施設を明らかにするよう日本産科婦人科学会、日本周産期・新生児

医学会に依頼しているので、左記団体と協力の上、被災地自治体や医療機

関からの要請に対して適切に対応すること。 

２）被災地からの妊婦の受け入れについて、日本産婦人科医会都道府県支部

と協力の上、妊婦の受け入れについて適切に対応いただくとともに、被災

地自治体や医療機関からの相談窓口を設けるなど、被災地自治体や医療機



関から要請があった場合には、適切に対応すること。 

 

２．被災地の県 

１）被災地における周産期・新生児救急事例について、受け入れ調整の中心

となる施設を明らかにするよう日本産科婦人科学会、日本周産期・新生児

医学会に依頼しているので、左記団体と協力の上、適切に対応すること。 

２）日本産婦人科医会県支部と協力の上、当該県の受け入れ状況を把握し、

県内あるいは他都道府県において妊婦が継続して医療を受けられるよう適

切に対応すること。被災地自治体や医療機関が他都道府県への受診を希望

する妊婦の転院先調整を行う場合には、都道府県あるいは日本産婦人科医

会都道府県支部の連絡先を提供する等適切に対応すること。 



　　　　（地皿227F）

平成23年3月18日

都道府県医師会担当理事殿

日本医師会常任理事

　　今　村　定　臣

「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊婦等の受け入れ体制等について

　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　今般、　「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊婦等の受け入れ体制等につい

て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長より各都道府県母子保健主管部

（局）長あてに通知がなされました。

　本件は、被災地の妊婦の安心・安全な出産の確保が懸念される状況にあることか

ら、日本産婦人科医会、日本産科婦人科学会、日本周産期・新生児医学会に対し、母

子保健課から協力要請がなされ、被災地における周産期・新生児救急事例や被災した

妊婦が適切に医療を受けられるよう各都道府県において適切な対応を求めるものであ

ります。

　つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただきますようお願

い申し上げます。



雇児母発0317第1号
平成23年3月17日

各都道府県母子保健主管部（局）長殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長

「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊婦等の受け入れ体制等について

　母子保健行政の推進については、かねてより特段のご配慮をいただいている

ところであり、深く感謝申し上げる。

　今般の東北地方太平洋沖地震に伴う災害発生により、被災地の妊婦の安心・

安全な出産の確保が懸念される状況に陥っている。

　当該状況を鑑み、当課において、社団法人日本産婦人科医会・社団法人日本

産科婦人科学会及び日本周産期・新生児医学会に別添のとおり協力要請をして

いるところであり、各都道府県においては、当該団体と協力の上・下記につい

て、適切にご対応いただきたい。なお、貴管内市区町村に対し・当該趣旨につ

いて周知の上、貴管内市区町村等からの要請等に対応願いたい・

1　被災地以外の都道府県

　①　被災地における周産期・新生児救急事例について、受け入れ調整の中心

　　となる施設を明らかにするよう日本産科婦人科学会、日本周産期・新生児

　　医学会に依頼しているので、左記団体と協力の上、被災地自治体や医療機

　　関からの要請に対して適切に対応すること。

　②　被災地からの妊婦の受け入れについて、日本産婦人科医会都道府県支部

　　と協力の上、妊婦の受け入れについて適切に対応いただくとともに・被災

　　地自治体や医療機関からの相談窓口を設けるなど、被災地自治体や医療機

　　関から要請があった場合には、適切に対応すること。



2　被災地の県

　①　被災地における周産期・新生児救急事例について、受け入れ調整の中心

　　となる施設を明らかにするよう日本産科婦人科学会、日本周産期・新生児

　　医学会に依頼しているので、左記団体と協力の上、適切に対応すること・

　②日本産婦人科医会県支部と協力の上、当該県の受け入れ状況を把握し・

　　県内あるいは他都道府県において妊婦が継続して医療を受けられるよう適

　　切に対応すること。被災地自治体や医療機関が他都道府県への受診を希望

　　する妊婦の転院先調整を行う場合には、都道府県あるいは日本産婦人科医

　　会都道府県支部の連絡先を提供する等適切に対応すること。



雇児母発0317第2号
平成23年3月17日

社団法人目本産婦人科医会会長
社団法人日本産科婦人科学会理事長

社団法人日本周産期・新生児医学会理事長

殿
殿
殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長

「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊婦等の受け入れ体制等について

　母子保健行政の推進については、かねてより特段のご配慮をいただいている

ところであり、深く感謝申し上げます。

　今般の東北地方太平洋沖地震に伴う災害発生により、被災地の妊婦の安心・

安全な出産の確保が懸念される状況に陥っております。

　当該状況を鑑み、貴会におかれましても、下記について御協力くださいます

ようよろしくお願いいたします。

　なお、各都道府県に対して、別添のとおり依頼をしているところであり、各

都道府県と協力の上、適切に対応いただきますよう、貴会会員に対する周知に

ついてよろしくお願いいたします。

記

　被災地における周産期・新生児救急事例や被災した妊婦が適切に医療を受け

られるよう、都道府県と協力の上、受け入れ体制について適切に対応いただく

とともに、被災地自治体や医療機関からの相談窓口を設けるなど、適切に対応

すること。


